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1.はじめに

徳島県木材団地（津田木材団地）は、高度経済成長期に急増した木材需要に

対応するため、臨海型木材団地として徳島小松島港津田地区（以下、「津田地

区」）に計画され、昭和４６年に完成しました。

以来、津田地区は、本県の木材産業の中核を担ってきましたが、近年の急激

な社会情勢の変化に伴い、原木輸入量は減少し、業務形態の変化も進んでいる

ことから、時代のニーズに対応した活性化を図る必要があるとともに、「最大

で４メートル」という南海トラフ巨大地震の津波浸水予測が公表され、防災面

における対応が重要な課題となっております。

一方、津田地区は、四国横断自動車道のルートとなっていることや、徳島小

松島港徳島港区において最も水深の深い岸壁を有し、新たな利用に転換できる

水面貯木場、ふ頭用地などの既存ストックが豊富であることから、大きな潜在

力を持つ地区です。

こうした中、地元自治会や木材団地の皆様方から、

・ 命を守る「津波避難場所の確保」

・ 四国横断自動車道の「追加インターチェンジの設置」や、これを核とし

た当地区の活性化に向けた取組み

について、ご要望をいただいてきました。

これらのことから、徳島県では、津田地区にインターチェンジを設置するこ

とにより、「四国の玄関口」としての機能を担う、新たな「陸海空の結節点」

が誕生することとなり、「ひと・もの」の流れの中心となる当地区が新たな産

業拠点として、地方創生の起爆剤になるものと考え、本県初の「地域活性化イ

ンター」を整備することを決断し、国に対し繰り返し提言を行ったところ、平

成２７年７月３１日に「ハーフ・インターチェンジの設置」が認められたとこ

ろです。

この成果を絶好のチャンスと捉え、津田地区を「とくしま回帰」の先進地と

して再生し、本県が飛躍的な発展を遂げるための「徳島小松島港津田地区活性

化計画」を策定しました。

今後は、本計画に基づき、戦略的な事業展開を図ることにより、「ひと」と

「しごと」の好循環により「とくしま回帰」を加速させ、「まち」の活性化に

つなげる「地方創生」を全県下に波及させ、徳島の輝ける「一歩先の未来」を

切り開いて参ります。
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2.徳島小松島港津田地区を取り巻く状況

2- 1.地理的状況

徳島小松島港は、四国東部沿岸のほぼ中央部に位置し、背後には、徳

島県の政治・経済・文化の中心地である徳島市及び小松島市を擁し、古

くから、本県の海上交通の要衝として重要な役割を果たしてきました。

徳島小松島港は、徳島港区と小松島港区からなり、津田地区がある徳

島港区は、北は吉野川、南は勝浦川に挟まれ、県都徳島市の中心部を背

後地とし、その中央を流れる新町川河口を中心に発展してきた港です。

昭和４６年に新町川河口南側の津田地区に木材の製材・流通の拠点と

して木材団地が完成し、平成５年に新町川河口北側の沖洲（外）地区に

港湾、産業基盤の整備及び都市環境改善のため、マリンピア沖洲第１期

事業が完成しており、産業・流通の拠点として、重要な役割を担ってき

ています。
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2- 2.津田地区周辺の状況

津田木材団地は、海岸保全施設の外側の海岸を埋め立てたものであり、

施設として水面貯木場を有していることから、現在においても、海岸保

全施設は、木材団地より陸側に位置しています。

また、道路状況としては、木材団地と背後地を結ぶアクセス道路は、

２本の臨港道路と１本の市道からなっており、その内のメイン道路は、

片側１車線の津田木材団地臨港道路であり、県道徳島小松島港線を介し、

市街地や県道徳島環状線と結ばれています。

海岸保全施設アクセス道路(市道)アクセス道路(臨港道路)

津田ＩＣ(仮称)

徳
島
環
状
線

沖洲（外）地区

（マリンピア沖洲）

Ｎ

津田地区

（徳島県木材団地）

津田木材団地

臨港道路

四国横断自動車道

（整備中）

徳
島
小
松
島
線
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2- 3.四国横断自動車道等の状況

徳島県では、平成２７年３月に四国横断自動車道の高松道と徳島道を

結ぶ「鳴門ジャンクション・徳島間」や徳島阿波おどり空港と高速道路

を結ぶ「徳島空港線」の西延伸区間が開通するとともに、徳島小松島港

「沖洲（外）地区・耐震強化岸壁」が完成するなど、「陸海空」の交通

体系が飛躍的な進化を遂げ、新たな時代の幕開けを迎えています。

平成２７年７月には、津田地区においてハーフ・インターチェンジの

連結許可を取得し、本県初の「地域活性化インター」を県が整備するこ

とにより、新たな陸海空の結節点が誕生することとなります。

このことは、徳島県が飛躍的な発展を遂げる地方創生の起爆剤になる

ものと考えており、更には、将来の高速道路南伸に向けた、インターチ

ェンジのフル化についても視野に入れています。

阿
南
安
芸

自
動
車
道

四
国
横
断
自
動
車
道

H27.3

開
通

有
料
道
路
方
式

（
鳴
門
・
徳
島
東
間
）

新
直
轄
方
式

(

徳
島
東
・
阿
南
間)

徳島東IC(仮称)

小松島IC(仮称)

阿南IC(仮称)

陸・海・空の交通体系の

飛躍的な進化による

新たな時代の幕開け

松茂PA

ｽﾏｰﾄIC

徳島阿波

おどり空港

Ｈ
31
年
度

開
通
予
定

津田ＩＣ(仮称)

徳
島

鳴門JCT

板
野

土
成

鳴門IC

藍
住

空港と直結！

徳島空港線(西延伸)
H27.3開通

沖洲(外)地区耐震強化岸壁（-8.5m) 
H27年3月完成

H27年7月ﾊｰﾌIC
連結許可取得
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2- 4.津田地区の埋立・施設整備等の状況

木材団地については、昭和４６年に埋立工事が完成し、これと合わせ

て、水深５．５ｍの岸壁３バースや埋立地内道路、水面貯木場等を整備

しています。

埋立て完成後、昭和４８年までかけて、木材団地に企業が進出してお

り、徳島と東京、北九州を結ぶオーシャン東九フェリーは昭和４７年に

就航し、昭和５６年には、木材輸送船舶の大型化に対応するため、水深

１０ｍ岸壁が１バース、平成３年には水深１２ｍ係船杭１バースと水深

１０ｍ係船杭２バースを有した分離堤が完成しています。

平成５年には、水面から陸上に貯木方法の主流が移行してきた状況を

受け、１２．６ｈａの埋立てを完成させ、現在は、四国横断自動車道な

どの用地を確保するため、平成２３年から埋立工事に着手し、平成２７

年に完成しています。
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2- 5.港湾計画の状況

徳島小松島港の港湾計画は、昭和３９年に徳島東部地区の新産業都市

指定を受け、徳島港区を含めた改訂がされました。

ここには、昭和４６年の津田地区埋立完成時の計画を反映した昭和４

７年の港湾計画図から示しており、その後の津田地区の港湾計画の変遷

がわかる港湾計画図を抜粋しています。

昭和４８年には一部変更を、また昭和６２年には改訂を行っており、

昭和４８年には、水深１２ｍ係船杭１バースと水深１０ｍ係船杭２バー

スを有した分離堤を位置づけ、昭和６２年には、港湾関連用地として陸

上貯木場を、平成６年の一部変更では、四国横断自動車道と臨港道路沖

洲（外）津田線を位置づけています。

平成１３年の改定時には、県農林水産部によって策定された徳島県木

材団地再整備計画を反映し、高度な木材加工業への転換に必要な工業用

地や多様な製品化に対応するための陸上保管場所をはじめとする港湾関

連用地、物流の大型一括輸送に対応した水深１２ｍ岸壁１バース、環境

に配慮した団地へ転換するための緑地等を位置づけており、これが現在

の計画となっています。
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2- 6.都市計画（用途地域）の状況

現在の都市計画法に基づく用途地域は、現在埋立を行っている西側境

界線から海岸保全施設までの間は、準工業地域、それより東の範囲は工

業専用地域となっております。
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2- 7.徳島県木材産業の状況

2-7-1.徳島県の木材需要量

徳島県の木材産業の状況は、徳島県の木材需要量（原木を製品等に利

用した量）が昭和４８年をピークとし、その後は、減少傾向にあり、近

年は、少しもち直していますが、ピーク時の２８％となっています。

また、この近年の増加は、国産材の増加によるものです。

2-7-2.徳島県の木材輸入量

徳島県の木材輸入量は、木材需要量の推移とほぼ同様の傾向を示して

おり、昭和５１年をピークに、現在はピーク時の８％にまで大幅に減少

しています。

材種内訳については、かつて、全体の半数を占めていた南洋材が資源

の枯渇や、輸出国の伐採規制などにより輸入量が減少し、その後北洋材

や米材にシフトしてきたところ、平成２０年のロシアの原木輸出関税引

き上げにより、北洋材の輸入量が激減しています。
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2- 8.既存施設等の状況

2-8-1.各施設の配置

既存施設等の状況として、企業用地の面積は約４３ｈａです。

港湾施設である野積場は、水深５．５ｍ岸壁背後が約５ｈａ、水深１

０ｍ岸壁背後が、約１７．６ｈａとなっています。

オーシャン東九フェリーが利用しているところは、約２．４ｈａとな

っています。

水面貯木場は４２．７ｈａとなっております。
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2-8-2.企業用地の状況

(1)業種別企業数

木材団地における企業数は、昭和４６年の完成後、１０４社が進出し、

その後は、社会・経済情勢の変動などにより、事業用地の譲渡、業種の

転換などを経て、現在では、団地内事業所数は、１２３社となっていま

す。

木材団地進出企業の業種の変遷は、木材関連企業では、製材業から木

材加工業への高次加工化が進むとともに、半数を占めていた木材販売業

が１９社(15%)にまで減少しています。

木材以外の企業については、２７社から６２社へ大幅に増加し、進出

企業１２３企業のうち、約５割が木材以外の業種となっています。

(2)木材以外の業種

この木材以外の企業の業種としては、運送業や建設業など、比較的広

いスペースを必要とする業種が多い傾向となっています。
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2-8-3.岸壁の状況

(1)-10m岸壁の利用実績

水深１０ｍ岸壁については、輸入木材の流通拠点として、陸上貯木場

が完成した平成５年以降、取扱貨物量が増加していますが、平成１２年

をピークに減少し、現在はピーク時の１０％となっています。

(2)-5.5m岸壁の利用実績

水深５．５ｍ岸壁については、かつて木材製品の移入、移出が中心で

したが、取扱量が減少し、平成１１年以降は建材用の砂・砂利の移入の

みとなっています。
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2-8-4.野積場の状況

(1)-10m岸壁背後野積場の利用実績

水深１０ｍ岸壁背後は、主に原木の仮置き場として利用され、ここ数

年の利用率は、５～１７％と低い状況となっています。

(2)-5.5m岸壁背後野積場の利用実績

水深５．５ｍ岸壁背後の野積場は、主に建材用の砂・砂利と木材団

地の木製品の仮置き場として利用され、ここ数年の利用率は、２１～

３９％となっています。
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2-8-5.水面貯木場の状況

(1)水面貯木場の利用実績

木材輸入量の減少や水面貯木が必要な南洋材の輸入の減少などにより、

大きく減少しており、ここ数年の利用率は０．２～０．７％となってい

ます。

水面貯木場の利用についても、利用率が低下しています。

平成２７年７月撮影平成６年３月撮影
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2-8-6.オーシャン東九フェリー・ターミナルの状況

(1)オーシャン東九フェリーの利用状況

オーシャン東九フェリーについては、所有する４隻のフェリーを順次、

大型化することとしており、平成２８年１月から９月にかけて、津田地

区から新町川対岸の沖洲（外）地区に移転する予定となっています。

オーシャン東九フェリー・ターミナルは、民有地で０．４ｈａ、公共

用地で２ｈａとなっており、民有のターミナルビルが設置されています。

オーシャン東九フェリー利用状況

耐震強化岸壁

水深8.5m 延長270m

ｵｰｼｬﾝ東九ﾌｪﾘｰ所有岸壁

水深7.5m 延長130m

ｵｰｼｬﾝ東九ﾌｪﾘｰ所有埠頭用地

約0.4ha

津田地区

沖洲（外）地区

新町川→

ｵｰｼｬﾝ東九ﾌｪﾘｰ駐車場等

約2ha

現ターミナルビル 現オーシャンフェリー駐車場
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2- 9.防災に関する状況

2-9-1.津田地区地盤高等の状況

木材団地は、海岸保全施設より海側にあり、木材団地内の護岸は、平

均天端高さが、南側は海抜３．４ｍで、東側が海抜２．６ｍとなってお

り、最高潮位はクリアしている状況にあります。

一方で、企業用地北側は、護岸で仕切られておらず、水深５．５ｍ岸

壁背後のふ頭用地と同じ高さとなっています。

（平均地盤高 海抜２．１ｍ）

木材団地は、水面貯木場から木材を引き揚げる必要があったことから、

全般的に地盤が低い状況となっており、企業用地において一番東側の最

も低い区画は、平均地盤高が海抜１．３ ｍとなっています。
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2-9-2.津田地区津波浸水深等の状況

徳島県の「最大クラスの津波（Ｌ２津波）」の津波浸水予測（平成２

４年１０月公表）では、木材団地内は「最大で４ｍ」の浸水が予測され

ています。

木材団地周辺では、平成２７年に県営津田松原団地が完成し、新たに

１７００人の避難者を収容することが可能となっています。

津田山から東側に地域を特定した場合、避難最大人数約９１００人に

対し（津田地区東側の人口７８００人、木材団地従事者約１３００人）

避難可能人口は約１０８００人と収容可能な状況です。

しかしながら、避難場所が偏在していることから、木材団地内では、

最も近い避難場所でも、避難の目安となる５００ｍを超えるところが存

在しています。
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2-10.放置艇の状況

放置艇については、津田地区周辺（吉野川から小松島までの間）で、

４０１隻の放置艇があり、新町川の暫定係留数も含めると５１８隻のプ

レジャーボート等がマリーナ等に係留されていない状況です。

また、周辺でのマリーナ等施設の収容能力は、５９隻となっており、

係留保管場所が不足している状況となっています。

○津田地区周辺の放置艇隻数(徳島県管理) ○暫定係留隻数

○マリーナ等施設の収容能力

0 50 100 150

保管余力５９隻
保管隻数６４隻

収容能力１２３隻

区間

津田 ６ 隻
沖州（外） １４ 隻
沖洲 ５ 隻

２５ 隻

４８ 隻
６７ 隻
７ 隻
３ 隻
４ 隻
９ 隻

１３８ 隻

新町川 １００ 隻
沖洲川 ３８ 隻
園瀬川 ２６ 隻
勝浦川 ６０ 隻
打樋川 １４ 隻

２３８ 隻

港湾
・
河川
重複
区間

徳島小松島港

小計

河川
単独
区間

沖州川
新町川
助任川
田宮川
大岡川

住吉島川

小計

箇所 隻数

港湾
単独
区間

徳島小松島港

小計

区間

徳島小松島港 新町川 １１７ 隻

１１７ 隻

５１８ 隻

重複
区間 小計

放置艇＋暫定係留隻数＝

箇所 隻数
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2-11.産業団地等の状況

徳島県ではこれまでに２３箇所の産業団地や工業団地等が造成され、

徳島県の経済発展、雇用創出に不可欠な企業進出に必要な用地として、

活用されてきました。

最近では、ハイテクランド徳島と西長峰工業団地が平成２５年度末に

分譲完了し、徳島空港臨空用地においては、最後の１区画について１社

から土地借り受けの申し込みが有り、平成２７年１０月に進出企業が内

定しています。

残るは、つるぎ町にある第２小山北工業団地の１区画約８千㎡のみと

なっています。

このことから、徳島県内、特に「陸海空の交通の要衝」であり、人口、

資産が集中している臨海部において、新たな企業の進出に対応した産業

団地等がない状況となっています。
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2-12.徳島県のビジョン

2-12-1.vs東京「とくしま回帰」総合戦略

徳島県のビジョンといたしましては、「人口減少の克服」と「東京一

極集中の是正」を目指す「地方創生」の実現に向けた施策を盛り込んだ

「ｖｓ東京「とくしま回帰」総合戦略」を平成２７年７月に策定しま

した。

2-12-2.新未来「創造」とくしま行動計画

県政運営の指針として、「新未来『創造』とくしま行動計画」を

平成２７年７月に策定しました。
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3.基本理念と目指すべき方向性

3-1.基本理念

3-2.目指すべき方向性
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4.活性化計画

4-1.とくしま回帰をリードする「複合型先進拠点」づくり

4-1-1.地域の資源を活かし、地域イノベーションを加速させる｢産業拠点｣

新たな企業の誘致としては、第２、第３水面貯木場の埋め立てや、オ

ーシャン東九フェリーターミナル跡地、港湾関連用地等を再編した用地

に、ＩｏＴを活用し、陸海空の貨物を取り扱う流通企業を誘致します。

また、徳島市内の市街地における住工混在を解消し、事業拡大を目指

す「町工場」も誘致し、これら津田地区に新たに立地した企業の貨物を

取り扱うことにより、港湾施設の利用を促進します。

更に、これまで、原木輸入拠点であった木材団地を県産材を加工した

製品を県外出荷や輸出を進めるための加工・流通拠点として整備します。

新たな企業用地に必要な規模の目安は、約２５～３０ｈａです。
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4-1-2.水と緑と笑顔があふれる「交流拠点」

第１水面貯木場の水域を活用し、徳島県が大阪湾ベイエリアや瀬戸内

エリアの玄関口であるとともに、高速道路により京阪神エリアと直結す

るという特性を活かし、マリンレジャー拠点となり，放置艇対策にも繋

がるボートパークを民間活力の導入により整備し、にぎわい空間の創出

を図ります。

また、第２、第３水面貯木場の埋め立てた用地に、木材団地従事者や

背後地住民にとって、憩いの場であるとともに、災害時には防災拠点の

機能をあわせ持ち、一部の水面を活用した親水空間を有した緑地を整備

します。

更に、民間活力の導入による地元海産物を活かした産直市をはじめと

するにぎわい拠点を整備します。

緑地用地に必要な規模の目安は約２～４ｈａであり、にぎわい施設用

地は約１～３ｈａです。
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4-1-3．四国の玄関口となる「交通結節点」

第３水面貯木場を埋め立てるとともに、主に高速道路用地となる既存

埋立地を活用し、将来のフル・インターチェンジ整備に必要な用地を確

保します。

また、津田木材団地と背後地域を結ぶアクセス道路について、渋滞対

策のための交差点改良や歩行者等の安全性向上のための施設整備を行い

ます。

フル・インターチェンジ用地に必要な規模の目安は、約２ｈａです。
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4-2.南海トラフ巨大地震等の大規模災害を迎え撃つ「県土強靱化」

地域防災力を高める「県土強靭化」としては、高速道路、緑地、にぎ

わい施設を活用し、木材団地従業者や利用者のための津波避難場所を確

保し、第２、第３水面貯木場の埋立にあたっては、計画高さを周辺地盤

高より２ｍ程度高く造成することにより、Ｌ１津波による浸水を防ぎま

す。

また、新たな土地利用に合わせた海岸保全施設の見直しを行い、段階

的に整備を行います。

更に、第２、第３水面貯木場の埋め立てに伴い、ゲリラ豪雨や異常高

潮に対する浸水被害を軽減するため、排水対策とともに親水空間の活用

を行います。

津波避難場所に必要な規模の目安は、避難可能人数が約１，０００～

３，０００人です。



- 25 -

4-3.地球環境にやさしい「スマートな地域社会」の構築

「環境首都とくしま」における「新次元」を目指し、太陽光発電をは

じめとする自然エネルギーの導入を促進するとともに、スマートな交通

結節点の実現に向け、にぎわい拠点において水素ステーションの設置及

び次世代エコカーの普及に繋がるＥＶスタンドの整備を推進します。

更に、地域内エネルギーを総合的に管理するスマートコミュニティ・

モデル地区の構築に向けて積極的に 取り組みます。
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【参考】

Ⅰ.地元アンケート調査結果

Ⅰ-1.調査の概要

Ⅰ-1-1.実施概要及び回答件数

平成27年4月20日から5月1日にかけて、活性化計画検討の参考資料とす

るため、徳島小松島港津田地区いわゆる徳島県木材団地について、徳島県

木材団地協同組合連合会と津田コミュニティー協議会を通じて、木材団地

に関連する企業や地元の方々にアンケートを行いました。

表.アンケート実施方法及び期間等

Ⅰ-1-2.回答者の属性

回答者の属性は、企業につきましては、木材以外である「その他」が最

も多く、木材関連では、販売業、次に加工業と続いており、現在の津田木

材団地の企業の状況をほぼ反映しております。

また、地元の方々は、年齢構成は、60代以上が最も多く、40～60代以上

で9割以上を占めております。

職業は、無職の方が最も多く、次に会社員をはじめとする勤労者が続き、

この方々で4分の3を占めています。

① 企業 ②一般

企業向けアンケート 一般向けアンケート

調査期間 平成２７年４月２０日（月）から同年５月１日（金）

対象者 木材団地関連企業 津田・新浜地区住民

配付方法
組合員企業へは，徳島県木材団地
協同組合連合会を通じて配付。
組合員企業以外へは，郵送配布。

津田コミュニティ協議会を通じて配付

配付数 １６０通 １０００通

回答数 ８６通 ３４４通
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Ⅰ-2.アンケート調査結果

Ⅰ-2-1.津田地区はにぎわっていますか

にぎわっていますかと

の設問に対し、企業、地

元の方々ともに、「にぎ

わっていない」、「あまり

にぎわっていない」が8

割程度(企業81.2%､地元7

5.6%)を占めており、に

ぎわっていないとの印象

をもたれているようです。

Ⅰ-2-2.津田地区に期待する役割はどのようなものですか

期待する役割としては、

企業からは、産業拠点と

物流拠点といった声が同

数で27.6%となっており、

次に自然災害に強い地区

といった期待の声が21.

7%となっております。

地元の方々からは、自

然災害に強い地区といっ

た期待の声が最も多く、

26.7%となっております。

続いて憩いの場が20.1%、

そしてにぎわいの場が1

6%となっております。

Ⅰ-2-3.企業活動・産業面から見て津田地区はどのような取組みが

必要だと思いますか

産 業面での 必要な

取り組みについてお

聞きしたところ、企

業、地元の方々とも

に、周辺道路整備が

3割程度 (企業 29. 7%,

地元 34 . 7 % )と最も多

くなっており、次に

水面貯木場の埋立て、

木材産業の成長産業

化が続いております。
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Ⅰ-2-4.快適で、にぎわいのある空間づくりのために津田地区として

どのような取組みが必要だと思いますか

に ぎ わ い あ る 空

間 づ く り に 必 要 な

取り組みとしては、

企 業 、 地 元 の 方 々

と も に 、 憩 い の 場

となる緑地整備が3

割 を超え (企 業 3 1.

3%､地元 30.5%)、最

も多くなっており、

企 業 か ら は 、 に ぎ

わい施設の整備(25.

6%)、マリーナ整備

(20.5%)が続き、地

元の方々からは、レジャーやイベントの充実(25.6%)、にぎわい

施設の整備(24.2%)が続いております。

Ⅰ-2-5.津波や高潮等災害に対する防災対策として津田地区ではどのよう

な取組みが必要だと思いますか

防災対策としての取

り組みとしては、企業、

地元の方々ともに、避

難施設の整備が3割程度

（企業28.9%、地元29.

9%）と最も多くなって

おり、続いて防潮堤を

はじめとする海岸保全

施設の整備が多く（企

業25%、地元26%）なっ

ております。その他に、

企業からは排水対策（2

3.2%）が多くなってお

ります

Ⅰ-2-6.その他自由意見

多いものとしては、スポーツ施設整備や津波災害時に木材が流出

しないか心配との声がありました。


